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４ 園内研修の充実 
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「学校教育における指導の努力点」の趣旨 

                                                                                           

１ 趣 旨                                                                               

   本県学校教育の現状と課題に基づき，学校教育における実践上の指針としての３つの「努力点」と

幼稚園等，小学校・中学校，高等学校，特別支援学校の校種ごとの具体的な「努力事項」を示すこと

で，各学校における教育活動の改善・充実に資する。                               

 

２ 各機関における取組                                                                 

   学校，市町村教育委員会及び県教育委員会においては，『学校教育における指導の努力点』を，本 

  県教育行政における重点的な取組事項の指針としてとらえ，学校経営や各種事業に反映させる。     

                                                                                        

 (1) 学校                                                                                

   ① 各努力事項の内容について，全職員で共通理解を図るとともに，共通実践のために活用する。 

  ② 各努力事項の内容を，教育課程編成の視点としてとらえ，学校経営計画等に反映させる。 

   ※幼稚園等においては『幼稚園教育課程編成のために』，小・中学校においては『小学校 教育課 

   程編成のポイント』，『中学校 教育課程編成のポイント』，高等学校においては『沖縄県立高等 

   学校教育課程編成の基準 教育課程編成の手引』，特別支援学校においては『特別支援学校学習 

   指導要領』等を併用すること。 

   ③ 各学年・各教科等担当者及び校務担当者は，各努力事項の内容や学校の実態等を踏まえた教育  

     活動を計画・実施する。 

   ④ 各努力事項の内容や自校の実態（学校評価）等を踏まえ，年度の取組の成果と課題についてま  

     とめる等，学校教育の充実に努める。                                                  

                                                                                           

 (2) 市町村教育委員会                                                                   

  ① 学校教育の充実のため，校長会，教頭会，各種研修会で，各努力事項の内容の周知を図る。 

   ② 各努力事項及び各地域，各学校の実態等を踏まえ各種事業を展開する。  

   ③ 教育研究所は，各種講座及び長期研修において，各努力事項の内容を踏まえた研修，調査研究等 

を推進する。 

  ④  各努力事項の取組状況の把握と点検評価に努め，当該年度の成果と課題についてまとめる。   

 

 (3) 県教育委員会                                                                       

   ① 学校及び市町村教育委員会における教育活動の充実のため，担当指導主事連絡協議会，各種研  

     修会等で，各努力事項の内容の周知を図る。                                               

   ② 各担当課，各教育事務所，県立総合教育センターは，各努力事項の内容を教育施策に反映させ， 

研究指定校及び各種事業等を展開する。                            

  ③ 各担当課，各教育事務所，県立総合教育センターは，各種研修，講座及び長期研修等において， 

各努力事項の内容等を踏まえた研修，研究等を推進する。 

  ④ 各努力事項の取組状況の把握と点検評価を行い，当該年度の成果と課題をまとめるとともに，次 

年度の「努力事項」の改善にいかす。                        

 

 

 



 

学校教育における指導の努力点 

  

  学校教育においては，子供たちの発達の段階を踏まえ，組織的・計画的・継続的な教育を行うこ

とが肝要である。子供たちに基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるとともに，これらを

活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力等の能力の育成及び主体的に学習へ

取り組む態度を養うことが大切である。また，豊かな心，健やかな体の育成など，「生きる力」を

育む学習活動を教育活動全体で充実させることが重要であり，自らの個性を生かし社会の変化に主

体的に対応できる能力や創造性の基礎を培う必要がある。 

 このため，学校においては，各教科，特別の教科 道徳（以下「道徳科」という），外国語活動，総

合的な学習（探究）の時間及び特別活動等，教育活動全体を通じて，個に応じた指導を充実させるとと

もに，目的意識を高める指導方法等の改善・充実を図ることで，子供たちに，自己肯定感と向上心を育

むなど，適切な教育課程の編成・実施に努める必要がある。 

 県教育委員会及び各市町村教育委員会においては，各学校が創意工夫を生かした特色ある教育課

程を編成・実施できるよう，各学校の実状に応じた適切な支援に努める必要がある。 

 そこで，学校教育における充実した教育活動のために，次の「努力点」を定め，学校の教育活動

全体を通じてその達成に向けた取組を推進する。 

                                                                                             

                                                                                        

            

 

 

         ○ 確かな学力の育成 

 

         ○ 豊かな心の育成 

 

         ○ 健やかな体の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 確かな学力の育成 

  

 子供たちが，学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し，これからの時代に求められる

資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学び続けることができるようにするためには，「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進する必要がある。 

 学校においては，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決す

るために必要な思考力，判断力，表現力等を育むとともに，主体的に学習に取り組む態度を養い，個性

を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努める必要がある。 

 また，家庭・地域社会等と連携した豊かな体験活動を計画的・組織的に実施し，達成感・充実感を味

わわせ，子供たちに目標の達成に向けて努力することの大切さに気付かせたり，その過程を振り返った

りする活動を通して，自己肯定感や向上心を育む指導に努める必要がある。 

 その際，子供たちの発達の段階を考慮して，子供たちの言語活動など，学習の基盤をつくる活動を充

実するとともに，家庭との連携を図りながら，子供たちの学習習慣が確立できるような取組を推進する。 

 加えて，特別活動を要としたキャリア教育を推進し，子供たちのキャリア発達を促す取組を充実させ，

社会的・職業的自立に向けた資質・能力を育む必要がある。 

  

 

 

○ 豊かな心の育成 
  

 平和で生き生きと暮らせる「誰一人取り残すことのない優しい社会」の実現に向け，道徳教育や体験

活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努める必

要がある。 

 学校においては，道徳科を要として，教育活動全体を通じて自己の生き方を考え，主体的な判断の下

に行動し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳教育を推進する。   

道徳教育や人権教育，平和教育を推進するに当たっては，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を

家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，体験活動等を通して，伝統と文化を尊重

し，個性豊かな文化の創造を図るとともに，平和な社会の形成者として，公共の精神を尊び，地域社会

の発展に努め，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し，未来を拓く主体性のある県民の育成に努

める必要がある。 

 また，本県は，わが国の南西端に位置し，亜熱帯海洋性気候で豊かな自然に恵まれており，特色ある

歴史や文化が育まれてきた。この地理的・自然環境的特性や歴史，文化は，私たちの生活の舞台である

とともに，心の拠り所であり，将来に向けて継承・発展させる必要がある。 

  県民の生活や文化の向上を図るためには，子供たちが地域の自然を愛し，歴史や文化を大切にする心

を育み，世界遺産に登録されている「琉球王国のグスク及び関連遺産群」やユネスコ無形文化遺産であ

る「組踊」「宮古島のパーントゥ」をはじめ，先人が築いてきた歴史や優れた文化に誇りを抱くように

なることが必要である。 



 そして，自分が住んでいる地域の発展に貢献し，グローバルな視野で活躍する人材の育成に努める必

要がある。 

  このため，学校においては，地域の自然や歴史，文化に係る地域素材を積極的に教材化し，体験活動

や体験的な学習など，多様な活動の促進により，心の拠り所である地域への愛着心や，それらを基盤に

他の文化を受容する態度を育む学習活動を推進する。 

 

 

 

○ 健やかな体の育成 
 

 子供たちの健やかな体を育成するため，学校体育の充実や子供の体力の向上を図るとともに，生涯に

わたって健康で安全な生活を自ら営んでいくための知識や態度の育成が重要である。生き生きと学校生

活や家庭生活及び社会生活を営むためには，家庭支援の視点に立った取組をすすめ，学校の教育活動全

体で，基本的な生活習慣の確立に向け適切な指導の充実に努めながら，生命の尊重や健康・安全に対す

る意識，規則正しい生活，規範意識，礼儀作法等を身につけさせる必要がある。 

 健康に関する現代的課題に適切に対処するために，学校保健，学校安全及び学校給食を総合的にとら

え，体験的な学習の充実を図るなど，子供たちの心身の健康の保持増進に組織として一体的に，かつ意

図的，計画的に取り組む必要がある。 

 学校においては，体育・スポーツ活動に関して，児童生徒の望ましい生活習慣，運動習慣の基盤づく

りや心と体を一体としてとらえ，生涯にわたって心身の健康を保持増進し，豊かなスポーツライフを実

現するための資質・能力の育成に努める必要がある。また, 子供たちが自ら課題を見つけ目標を設定し，

自発的・自主的な活動を通して運動やスポーツが好きになり，積極的に運動に親しむ資質や能力を育て

る学習指導の工夫・改善を図り，体力の向上並びに運動部活動の充実と適正化を図るとともに，幼児期

から運動に親しむ取組を推進する。 

 加えて，子供たちの生徒指導に係る諸課題の解決に向けて，学校と家庭の連携を強化することは緊要

であるため，家庭・地域社会，関係機関・団体においては，各々の役割を自覚し，緊密な連携のもとに，

社会全体で子供たちの基本的な生活習慣の確立を図る取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



努力事項のページで示している内容について 

努力事項 校種 

持続可能な開発に向けて

国際社会で取り組んでいる

ＳＤＧｓの 17のゴールのう

ち、この努力事項に主に関

連するゴールを示していま

す。※下記参照 

努力事項における取組の

ポイントを示しています。 

努力事項の推進にあたり、

推進の柱を３～４本設定し、

説明しています。 

また、特に意識してほしい

事項（キーワード等）につ

いて、太字で示しています。 

この努力事項における、関

連資料を掲載しています。 

 

【表記の説明】 

○現状や成果 

●現在、課題となっている点 

◇重点的に取り組みたい点 

ここがポイント（取組の重点） 


